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当センターでは、７月、１２月、３月と年に３回「ご家庭のみなさまへ」を発行しています。

子どもたちに、トラブルなく心身ともに健康で、安全に長期の休みを乗り切れることを切に願っ

て作成しています。一読していただき、少しでもご参考にしていただけると幸いです。  

さて、子どもたちが心待ちにしている夏休みが間もなく始まります。学校生活を離れて、ご家

庭で過ごす時間が多くなります。長期休業中は気持ちが開放的になり、子どもたちの行動範囲や

交友関係が広がり、ちょっとした気の緩みから生活が乱れ、事件や事故に巻き込まれやすい時期

でもあります。家族の会話をよくしていただき、子どもたちの変化を見逃さないよう、アンテナ

を高くしていただきたいと思います。 

 

地域で子どもを見守りましょう 「やくそくごとは、いかのおすし！」 

 最近、青少年に関わる社会を震撼させられるような重大事件が多発

しており、有効な対策を講じていかなければなりません。その第一歩

として、ご自身のお子さまだけでなく近所の子どもたちにも目を向け

ていただき、より一層安全を図ることが大切であると考えています。

また、子どもたちを事件や事故から守るためには、大人が保護するだ

けでなく、子どもたち自身が「自分の身は自分で守る」ようにするこ

とも大切です。親子での会話の中で、 

1.『イカ』…  知らない人についてイカない。  

2.『ノ』…  知らない人の車にノらない。 

3.『オ』…  オおきな声を出したり防犯ブザーを鳴らす。   

4.『ス』…  怖かったら大人のいる方にスぐ逃げる。  

5.『シ』…  どんな人が何をしたのか家の人にシらせる。  

これらを確認して、防犯意識をさらに高めていただきたいと思います。 

 

不審者に出遭ったり見かけたりしたら、すぐに「１１０番」 
 

子どもが事故に遭わないようにしましょう。 

・交通ルールを守らせましょう。  

・自転車に乗るときはルールやモラルを守って、一時停止、歩行者優先、  

ライト点灯等を守り、右側通行や二人乗り、並進等はしない。  

・自転車は事故の被害者になるばかりではなく、加害者になる場合もあります。  

・プールや海、川など水に親しむ時期です。体調・天候・環境等を十分考慮して安全に留意しま

しょう。 

 



子どもの行動を見守りましょう。  

・外出時は、服装・身だしなみ・持ち物、誰と、どこへ行き、何時に帰宅するかを確認しま  

しょう。「無断外泊は非行への近道」と言われます。  

・深夜の外出をさせないようにしましょう。  

・携帯電話やインターネットの利用の仕方（危険性やフィルタリング等）に  

ついて親子で話し合いましょう。  

 

子どもとのふれあいを深めましょう。 

・夏休みは、子どもたちが家にいる時間が多くなります。一緒に食事や一家団らんの時間を多く

持ち、親子のふれあいを深めましょう。  

・夏休みの計画を話しあったり、子どもの趣味やテレビ等の話題、親の子どもの頃の話等をして

みるのもいいかもしれません。  

・万が一、犯罪被害に遭った場合や悩み事ができた場合等、親にすぐ話せるように日頃からコミ

ュニケーションを図っておくことも大切です。  

  

地域や関係機関との連携を図りましょう。 

・地域の行事（ラジオ体操、子ども会活動、夏祭り等）に参加して、地域との

つながりをつくりましょう。  

・自分の子どもだけでなく、地域の子どもたちにも、  

愛のひと声をかけましょう。  

・犯罪や事故防止のために地域全体で協力しましょう。  

 

 

 

 

青少年センターでは相談活動も行っています！ 
 

青少年センターでは、専門の相談員が青少年の問題行動、学校、家庭、友人関係の悩みなどを、

ご本人やご家族等からお受けし、助言、他機関との連携など図りながら、問題解消のお手伝いを

しています。 

悩みというものはひとりで抱えてしまいがちです。お電話お待ちしてます。是非お気軽にご相

談ください。 

電話相談・来所相談（予約制）  月～金  １０：００～１２：００  

                       １３：００～１６：００  

相談専用電話   ０４７－３５１
さ あ こ い

－１１５２
い い こ に

（直通）   

浦安市には青少年補導員さんが 6 月 1 日現在、１０７名いらっしゃいます。朝・昼・晩と分

担して街頭補導を行い、日々子どもたちの見守りや声かけをして、子どもたちの非行防止や健

全育成、更には安全に努めてくださっています。黄色い帽子に白いジャンバーを身に着けてい

るので、すぐにわかると思います。そういった方々の活動をお子様に伝えていただけると幸い

です。よろしくお願いします。   

ご存知ですか！？ 

 〇１８歳以下の方の深夜（午後 11 時から翌日の午前４時まで）外出をさせないように 

保護者は、努めなければなりません。  「千葉県青少年健全育成条例」  


